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告 示■

◎群馬県告示第２１６号

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号。以下「条例」という。）第２１条第１項の規定により、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）又は条例の規定による申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関する

ものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業

所を有する納税者又は特別徴収義務者に係るもので、その期限が令和２年７月４日以降に到来するものについては、

証紙徴収の方法による納付及び条例第１４７条の１２第１項の規定による自動車税環境性能割の申告納付に係るも

のを除き、その期限を別途告示で定める期日まで延長する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

都道府県名 指定地域

熊本県 人吉市
球磨郡球磨村
球磨郡山江村
球磨郡相良村
球磨郡錦町
球磨郡あさぎり町
球磨郡多良木町
球磨郡湯前町
球磨郡水上村
球磨郡五木村
八代市坂本町
葦北郡芦北町

◎群馬県告示第２１７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

１(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 太田市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 干害の防備

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐に係る伐採種は、定めない。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 太田市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 公衆の保健
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(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

３(1) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 太田市（次の図に示す部分に限る。）

(2) 保安林として指定された目的 名所又は旧跡の風致の保存

(3) 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

(ｱ) 主伐は、択伐による。

(ｲ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

(ｳ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太

田市役所に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第２１８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 熊谷館林線 館林市青柳町字道上２２７３番の１地 前 １２．６～１４．８ ５８．８
先から同市同字同２２９８番の７地先
まで 後 １２．６～１６．９ ５８．８

◎群馬県告示第２１９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。
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令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 熊谷館林線 館林市青柳町字道上２２７３番の１地先から同市同字同 令和２年８月１４日
２２９８番の７地先まで

◎群馬県告示第２２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 矢島大泉線 邑楽郡明和町大佐貫１２１番の１地先 前 １２．２～１５．２ ８７．６
から同郡同町同１１０番の１地先まで

後 １３．０～２０．１ ８７．６

◎群馬県告示第２２１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 矢島大泉線 邑楽郡明和町大佐貫１２１番の１地先から同郡同町同１ 令和２年８月１４日
１０番の１地先まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更
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に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活こども部県民活動

支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年７月３１日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人前橋・在宅ケアネットワークの会

３ 代表者の氏名 釜谷邦夫

４ 主たる事務所の所在地 前橋市上小出町二丁目４２番地５斎藤浩様方

５ 定款に記載された目的 この法人は、医療、保健・福祉、教育の各分野に携わる人々と住民が協力し、要援護

高齢者と、その介護者の支援に関する事業を行い、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

桐生都市計画道路の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

２項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画道路 (1) ３・４・１５号 新桐生駅西線 (2) ３・５・２４号 桐

生川線 (3) ３・５・２５号 宝珠線 (4) ３・４・２８号 新宿南線 (5) ３・６・３１号 水源前線 (6)

３・６・３２号 桜間線 (7) ３・６・３３号 広神線 (8) ３・６・３４号 富士見ヶ丘線 (9) ３・６・３

７号 新桐生北線

２ 都市計画の変更年月日 令和２年７月２１日

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課及び桐生市都市整備部都市計画課
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に
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年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

執
行
機
関

「

を

（

）

」

起
案
者

職
氏
名

印
電
話

番

「

」
に
、

執
行
機
関

「

部
門

按
分
方
法

支
出
予
定
額

円
消
費
税
額

円
予
算
残
高

円

摘
要

（

）

（

）

（

）

款
項

目
科

目

（

）

（

）

節
細
節

住
所

氏
名

を

債
権
者

金
融
機
関

預
金
種
別

口
座
番
号

口
座
名
義
人

部
門

按
分
方
法

支
出
予
定
額

円
消
費
税
額

円
予
算
残
高

円

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

部
門

支
出
予
定
額

円
消
費
税
額

円
予
算
残
高

円

消
費
税
区
分

消
費
税
率

摘
要

（

）

（

）

（

）

款
項

目
科

目

（

）

（

）

節
細
節

に

住
所

氏
名

債
権
者

金
融
機
関

預
金
種
別

口
座
番
号

口
座
名
義
人

部
門

支
出
予
定
額

円
消
費
税
額

円
予
算
残
高

円

消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
号
及
び
別
記
様
式
第
九
号
中

「
決

決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁
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に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

を

部
門

按
分
方
法

」

「

に
、

部
門

」

「

消
費
税
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

消
費
税
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

を

部
門

按
分
方
法

」

「

に
、

部
門

」

「

支
出
命
令
額

円

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

支
出
命
令
額

円

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

を

部
門

按
分
方
法

」

「

に
、

部
門

」

「

消
費
税
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

消
費
税
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。
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別
記
様
式
第
十
二
号
中

「
決

決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

を

部
門

按
分
方
法

」

「

に
、

部
門

」

「

返
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

返
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中

「

決
決
裁
年
月
日
を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

部
門

按
分
方
法

を

支
出
済
額

円
欠
損
額

円

精
算
額

円

」

「

部
門

に
、

支
出
済
額

円
欠
損
額

円

精
算
額

円

」

「

収
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

収
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」
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「

を

部
門

按
分
方
法

」

「

に
、

部
門

」

「

返
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

返
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

部
門

按
分
方
法

を

支
出
済
額

円
欠
損
額

円

正
支
出
額

円

」

「

部
門

に
、

支
出
済
額

円
欠
損
額

円

正
支
出
額

円

」

「

収
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

を

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

に

収
納
額

円
消
費
税
区
分

消
費
税
率

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

付
替
先

金
額

部
門

按
分
方
法

円円円
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を

円円円

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

付
替
先

金
額

部
門

円円

に

円円円円

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
中

「

決
決
裁
年
月
日

を

裁

」

「

決
決
裁
年
月
日

裁

に
、

企
業
出
納
員

出
納
確
認

」

「

按
分
方
法

消
費
税

発
生
科
目

取
引
先

金
額

円

（

）

（

）

款
款

（

）

（

）

項
項

（

）

（

）

科
目

目
目

（

）

（

）

節
節

（

）

（

）

細
節

細
節

を

部
門

按
分
方
法

消
費
税

発
生
科
目

取
引
先

金
額

円

企
業
出
納
員

出
納
確
認
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」

「
消
費
税

発
生
科
目

取
引
先

金
額

円
円

（

）

（

）

款
款

（

）

（

）

項
項

（

）

（

）

科
目

目
目

（

）

（

）

に

節
節

（

）

（

）

細
節

細
節

部
門

消
費
税

発
生
科
目

取
引
先

金
額

円
円

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
九
号
及
び
別
記
様
式
第
六
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５
９
号
及
び
別
記
様
式
第
６
０
号

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
別
記
様
式
第
五
十
九
号
及
び
別
記
様
式
第
六
十
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
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落 札■

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年８月１４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 第５次群馬県庁情報通信ネットワーク設計業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年７月２２日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 ネットワンシステムズ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号

ＪＰタワー

５ 随意契約に係る契約金額 １４８，９８１，２５０円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


